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町田市は、多摩丘陵の連なりと谷戸の織りなす表情豊かな地形を有し、谷地を流れる河

川、樹林地、里山、農地などの原風景が多くの市民によって引き継がれ、豊かな自然環境

を残しています。 

一方、それぞれの地域の成り立ちに応じたまち並みや、「商都まちだ」を特徴づける町田

駅周辺のにぎわいなど、さまざまな特徴を持っています。 

この町田市の豊かな景観を守り、育てることにより、親しみとやすらぎと愛着のあるま

ちにしていくためには、市の景観づくりの方向性を明確にし、それぞれの地域と身近に関

わる市民の皆様とともに景観づくりに取り組んでいくことが必要です。 

市では、２００６年から、「町田市景観まちづくり講座」をはじめ、「景観市民調査会」、

「町田市景観懇談会」、「町田市の景観に関する市民意識調査」、「町田市景観色彩ワークシ

ョップ」、「町田市景観審議会」等の取り組みを通して、多くの皆様から貴重なご意見をい

ただきました。 

このたび、景観法（平成１６年法律第１１０号）及び町田市景観条例（平成２１年６月

２６日町田市条例第２３号）に基づく計画として「町田市景観計画」を策定いたしました。 

今後、市民、事業者の皆様との協働により、“生活風景に魅力と豊かさを感じられるまち”

の実現を目指し、景観施策に取り組んでまいります。 

最後に、本計画の策定にあたり、ご協力いただきました多くの皆様に心よりお礼を申し

上げます。 

 

 

 

２００９年（平成２１年）１２月 

                         町田市長  石 阪 丈 一 
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